
特定小型原動機付自転車（電動キックボードなど）の判別フローチャート

ペダルがある

ペダルを漕がないと進まない 原動機（モーター）が付いている

遊具

電動機(モーター)
のアシスト付き

自転車

特定原付
（特定小型原動機付自転車）

電動アシスト自転車
（駆動補助機能付自転車）

人がペダルを踏む力とモーターによる補助力
の比（アシスト比率）が以下の範囲になっ
ている(販売店等に確認をしてください)
 ・ 10km/h 未満の速度では最大で１：２
 ・ 10km/h 以上 24km/h 未満の速度の場合では
走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少

・  24km/h 以上の速度では補助力が０

一般原動機付自転車など
適合する車格の保安基準
を満たす

<免許必要>
一般原付 以上

公道走行不可

最高速度20㎞/h以下

車体の大きさ
・長さ 190㎝以下
・幅     60㎝以下

以下の基準を全て満たす
・走行中に最高速度変更不可
・AT（ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ）機構
・最高速度表示灯あり
・原動機の定格出力が0.6kw以下
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